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規 則

　川崎市都市緑地法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成29年６月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第44号

　川崎市都市緑地法施行細則の一部を改正する規則

　川崎市都市緑地法施行細則（平成12年川崎市規則第

124号）の一部を次のように改正する。

　第11条の見出し中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑

化推進法人」に改め、同条第１項中「第68条第１項」を

「第69条第１項」に、「緑地管理機構指定申請書」を「緑

地保全・緑化推進法人指定申請書」に改め、同条第２項

第３号中「第69条各号」を「第70条各号」に改める。

　第12条の見出し中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑

化推進法人」に改め、同条中「第68条第３項」を「第69

条第３項」に、「緑地管理機構変更届」を「緑地保全・

緑化推進法人変更届」に改める。

　様式目次中「緑地管理機構指定申請書」を「緑地保

全・緑化推進法人指定申請書」に、「緑地管理機構変更

届」を「緑地保全・緑化推進法人変更届」に改める。

　第23号様式中「緑地管理機構指定申請書」を「緑地保

全・緑化推進法人指定申請書」に、「第68条第１項」を

「第69条第１項」に、「緑地管理機構の」を「緑地保全・

緑化推進法人の」に、「緑地管理機構として」を「緑地

保全・緑化推進法人として」に改める。

　第24号様式中「緑地管理機構変更届」を「緑地保全・

緑化推進法人変更届」に、「第68条第３項」を「第69条

第３項」に改める。

附　則

（施行期日）

１ 　この規則は、平成29年６月15日から施行する。

（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

告 示

川崎市告示第324号

　川崎市国民健康保険条例（昭和33年川崎市条例第15

号）第17条、第18条第１項、第23条、第24条第１項、第

28条及び第29条第１項の規定に基づき、平成29年度国民

健康保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及

び介護納付金賦課額の保険料率及び最高限度額を次のと

おり定めたので、同条例第18条第３項、第24条第３項及

び第29条第３項の規定により告示します。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

基礎賦課額の保険料の料率

１ 　所得割 100分の6.92

２ 　被保険者均等割 31,880円

基礎賦課額の最高限度額 540,000円

後期高齢者支援金等賦課額の保険料の料率

　１ 　所得割 100分の2.40

　２ 　被保険者均等割 11,072円

後期高齢者支援金等賦課額の最高限度額 190,000円

介護納付金賦課額の保険料の料率

１ 　所得割 100分の2.28

２ 　被保険者均等割 13,861円

介護納付金賦課額の最高限度額 160,000円

　　　───────────────────
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川崎市告示第325号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第326号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第327号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の休止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第328号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第329号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第330号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第331号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、平成29年６月１日から適用する。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

別表13荷さばき地

「

名称 利用区分 位置 面積

川崎コ

ンテナ

１級荷さ

ばき地

一般利用 川崎区東扇島

92番地

平方メー

トル

63,546

専用利用 〃 40,190

２級荷さ

ばき地

専用利用 〃 21,180

一般利用 川崎区千鳥町 24,753
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川崎区東扇島

（92番地を除

く。）

166,033

専用利用 川崎区千鳥町 232,474

２級荷さばき地 川崎区東扇島 92,565

川崎区夜光１

丁目１番地の

５ほか

1,416

川崎区夜光３

丁目２番地の

５地先

1,483

 」

を

「

名称 利用区分 位置 面積

川崎コ

ンテナ

１級荷さ

ばき地

一般利用 川崎区東扇島

92番地

平方メー

トル

63,546

専用利用 〃 40,190

２級荷さ

ばき地

専用利用 〃 21,180

一般利用 川崎区千鳥町 23,409

川崎区東扇島

（92番地を除

く。）

166,039

専用利用 川崎区千鳥町 231,932

２級荷さばき地 川崎区東扇島 92,565

川崎区夜光１

丁目１番地の

５ほか

1,149

川崎区夜光３

丁目２番地の

５地先

1,483

 」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第332号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月２日から平成29年６月16日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上 麻 生

第228号線

川崎市麻生区上麻生

６丁目５７３番３先
5.50 32.04

川崎市麻生区上麻生

６丁目５７３番３先

新
上 麻 生

第228号線

川崎市麻生区上麻生

６丁目５７３番１先
6.00 32.04

川崎市麻生区上麻生

６丁目５７３番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第333号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年６月２日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月２日から平成29年６月16日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

上 麻 生

第22 8号線

川崎市麻生区上麻生６丁目573番１

川崎市麻生区上麻生６丁目573番１

　　　───────────────────

川崎市告示第334号

　　　川崎市情報公開条例第35条の規定による

　　　運営状況の公表について

　川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１号）第

35条第１項の規定により、次のとおり運営状況を公表し

ます。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　開示請求の状況

　　請求件数 2,197件

　⑴ 　請求承諾件数 2,046件

　　ア 　開示 1,694件

　　イ 　部分開示 352件

　⑵ 　請求拒否件数 60件

　⑶ 　取下げ件数 91件

２ 　不服申立ての状況

　⑴ 　不服申立て件数 １件

　⑵ 　不服申立てに係る処理状況

　　ア 　決定件数 ６件

　　（ア）現年度分 ０件

　　（イ）過年度分 ６件
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　　イ 　審査会へ諮問中件数 ７件

　　（ア）現年度分 ０件

　　（イ）過年度分 ７件

　　ウ 　審査会への諮問前件数 １件

　　（ア）現年度分 １件

　　（イ）過年度分 ０件

　　エ 　取下げ件数 ０件

　　（ア）現年度分 ０件

　　（イ）過年度分 ０件

　　　───────────────────

川崎市告示第335号

　　　川崎市個人情報保護条例第41条の規定に

　　　よる運営状況の公表について

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第41条第１項の規定により、次のとおり運営状況を

公表します。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　ファイルの届出件数 152件

　⑴ 　開始届出件数 ３件

　⑵ 　変更届出件数 147件

　⑶ 　廃止届出件数 ２件

２ 　開示請求等の状況

　　請求件数 462件

　⑴ 　開示請求件数 461件

　　ア 　請求承諾件数 306件

　　（ア）開示 189件

　　（イ）部分開示 117件

　　イ 　請求拒否件数 153件

　　ウ 　取下げ件数 ２件

　⑵ 　消去請求件数 １件

　　　請求拒否件数 １件

３ 　不服申立ての状況

　⑴ 　不服申立て件数 ９件

　⑵ 　不服申立てに係る処理状況

　　ア 　決定件数 ３件

　　（ア）現年度分 ０件

　　（イ）過年度分 ３件

　　イ 　審査会へ諮問中件数 11件

　　（ア）現年度分 ４件

　　（イ）過年度分 ７件

　　ウ 　審査会への諮問前件数 ４件

　　（ア）現年度分 ４件

　　（イ）過年度分 ０件

　　エ 　取下げ件数 １件

　　（ア）現年度分 １件

　　（イ）過年度分 ０件

４ 　苦情処理の状況

　　苦情処理件数 16件

　　　───────────────────

川崎市告示第336号

　　　川崎市審議会等の会議の公開に関する条例

　　　第11条の規定による運営状況の公表について

　川崎市審議会等の会議の公開に関する条例（平成11年

川崎市条例第２号）第11条第１項の規定により、次のと

おり運営状況を公表します。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　審議会等の数 202会議

　⑴ 　公開とした会議 127会議

　⑵ 　一部非公開とした会議 ９会議

　⑶ 　非公開とした会議 41会議

２ 　会議の開催数 2,147回

　⑴ 　公開とした会議 588回

　⑵ 　一部非公開とした会議 41回

　⑶ 　非公開とした会議 1,518回

３ 　傍聴人の数 643人

　　　───────────────────

川崎市告示第337号

　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平

成４年川崎市条例第51号）第42条第１項に規定する粗大

ごみの処理の手数料の収納に関する事務を地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項により、次

の者に委託したので同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者

名　　称 主たる事務所の所在地

国分グローサーズチェーン

株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番

１号

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通17

番地

株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目10

番１号

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番

１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大

字久地665番地の１

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目

５番地１

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目11番２

号

豆の蔵商事株式会社 神奈川県川崎市麻生区岡上488

番地１
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２ 　委託期間

　　平成29年４月１日～平成30年３月31日

　　　───────────────────

川崎市告示第338号

　市議会の同意を得て平成29年６月５日に次の者を川崎

市監査委員に選任しました。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　花　輪　孝　一

　川崎市麻生区細山３丁目14番６号

　山　田　益　男

　川崎市幸区幸町３丁目555番地４

　イトーピア多摩川グランビュー 1102

　　　───────────────────

川崎市告示第339号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第340号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月７日から平成29年６月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

備考

旧
下 作 延

第164号線

川崎市高津区下作延

４丁目535番13先
2.12 54.34

川崎市高津区下作延

４丁目533番５先

新
下 作 延

第164号線

川崎市高津区下作延

４丁目535番13先
3.92

～

6.00

54.34
川崎市高津区下作延

４丁目533番５先

旧
下 作 延

第228号線

川崎市高津区下作延

４丁目533番６先
4.00 2.18

川崎市高津区下作延

４丁目535番12先

新
下 作 延

第228号線

川崎市高津区下作延

４丁目533番３先
4.00 2.18

隅きり

部川崎市高津区下作延

４丁目535番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第341号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年６月７日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月７日から平成29年６月21日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道
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路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

下 作 延

第16 4号線

川崎市高津区下作延４丁目535番13先

川崎市高津区下作延４丁目533番５先

下 作 延

第22 8号線

川崎市高津区下作延４丁目533番３先
隅きり部

川崎市高津区下作延４丁目535番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第342号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１

項の規定により、地縁による団体として認可しましたの

で、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　平成29年６月７日

 川崎市長　福田　紀彦

１ 　名称

　　台町町内会

２ 　規約に定める目的

　 　会員相互の親睦を図り、民主主義基盤に立ち、明朗

健全なる町会の確立を目的とする。

３ 　区域

　　川崎市川崎区台町

４ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市川崎区台町16－13

５ 　代表者の氏名及び住所

　　青山　利男

　　川崎市川崎区台町22－５

６ 　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職

務代行者の選任の有無

　　なし

７ 　代理人の有無

　　なし

８ 　規約に解散の事由を定めたときはその理由

　　なし

９ 　認可年月日

　　平成29年６月１日

　　　───────────────────

川崎市告示第343号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月８日から平成29年６月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
枡 形

第170号線

川崎市多摩区枡形

６丁目4272番８先
6.00 18.49

川崎市多摩区枡形

６丁目4272番９先

新
枡 形

第170号線

川崎市多摩区枡形

６丁目4278番３先
6.00 24.99

川崎市多摩区枡形

６丁目4272番９先

　　　───────────────────

川崎市告示第344号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年６月８日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年６月８日から平成29年６月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年６月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

枡 形

第17 0号線

川崎市多摩区枡形６丁目4278番３先

川崎市多摩区枡形６丁目4272番９先

　　　───────────────────

川崎市告示第345号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
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まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第346号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１

項の規定により、地縁による団体として認可しましたの

で、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　平成29年６月15日

 川崎市長　福田　紀彦

１ 　名称

　　出来野町町内会

２ 　規約に定める目的

　 　隣保扶助の精神に基づき区域住民が団結し、国民生

活の安定上必要なる機能を発揮し、住民共同の福利を

増進し自治の発達を期するを以て目的とする。

３ 　区域

　　川崎市川崎区出来野

４ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市川崎区大師河原２丁目4662番11

５ 　代表者の氏名及び住所

　　倉形　政宏

　　川崎市川崎区出来野11－１

６ 　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職

務代行者の選任の有無

　　なし

７ 　代理人の有無

　　なし

８ 　規約に解散の事由を定めたときはその理由

　　なし

９ 　認可年月日

　　平成29年６月15日

公 告

川崎市公告第315号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区東有馬２丁目2788番13

 1,224平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋２丁目６番地17

　　株式会社　成建　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年11月28日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第134号

　　平成29年２月８日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第173号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第316号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区栗谷二丁目18番９

 820平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都新宿区富久町10番19号堀内ビル４Ｆ

　　株式会社　アクロス　代表取締役　黒田　豊

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成28年11月９日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第121号

　　　───────────────────

川崎市公告第317号

　（仮称）川崎駅北口行政サービス施設コンシェルジュ

業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につ
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いて、次のとおり公告します。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 （仮称）川崎駅北口行政サービス施設

コンシェルジュ業務委託

　⑵ 　業務事項　 （仮称）川崎駅北口行政サービス施設

における

　　　　　　　　ア 　総合案内業務

　　　　　　　　イ 　観光案内業務

　　　　　　　　ウ 　付帯業務

　⑶ 　委託期間　契約日～平成32年12月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　行政サービスに関する施設の総合案内や観光案内

に関するノウハウと実績がある者

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　川崎市業務委託有資格名簿に登録されているか、

平成29年７月末の時点で川崎市業務委託有資格名簿

に登録申請中であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　実施体制

　⑹ 　概算見積額

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業振興部

　　観光プロモーション推進課

　　〒210－0007

　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）044－200－0509

　　ＦＡＸ　　　044－200－3920

　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間平成29年６月１日（木）～６月７日（水）

（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　受付場所４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間平成29年６月１日（木）～６月７日（水）

（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　受付場所４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便

等の配達記録が残る方法に限る）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間平成29年６月28日（水）～６月30日（金）

　⑵ 　受付場所４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類企画提案書（８部）、見積書（１部）、見

積書の写し（８部）業務実施体制・主な事業実績

（８部）、会社概要（８部）

　⑷ 　提出方法持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便

等の配達記録が残る方法に限る）

　　 （郵送による提出については、受付期間開始前に到

着した場合でも受付を行う）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　85,000,000円（消費税及び地方

消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします

　⑶ 　その他

ア 　審査結果の発表は平成29年７月13日（木）を予定し

ています。

イ 　詳細につきましては、（仮称）川崎駅北口行政サー

ビス施設コンシェルジュ業務委託企画提案実施要領、

仕様書を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第318号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件 名 中学校給食用エプロン（南部学校給食センター対象校分）

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 平成29年８月18日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「衣料用品」に登載さ

れていること。

⑷ 　平成19年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 平成29年７月６日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第319号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 公共基準点補正測量委託

履行場所 川崎市高津区管内

履行期限 平成30年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑸ 　① 主任技術者及び委託業務代理人は、測量士の資格取得後、基準点測量に関し１年以上の実務

経験を有する者１名、もしくは地理空間情報専門技術（測量専門技術）基準点測量（２級以上）

の認定を有する者１名を配置しなければならない。（主任技術者と委託業務代理人の兼務は可

能）

　　② その他の技術者として、測量士又は測量士補の資格取得後、基準点測量に関し１年以上の実

務経験を有するものを３名以上配置しなければならない。

　　 　ただし、「基準点測量」とは、基本測量（高度地域基準点測量、国土調査に伴う基準点（四等

三角点設置）測量、基準点改測、三角点改測、高度基準点測量、地域基準点測量）及び公共測

量（１級基準点測量、街区基準点（街区三角点）測量、２級基準点測量）を対象とします。（用

地測量、路線測量、現地測量、街区点測量等に含まれる基準点測量は対象外です。）
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年６月29日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第320号

　　　ヨドバシカメラアッセンブリーセンター川崎

　　　増設計画に係る事後調査報告書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：株式会社ヨドバシカメラ

　　代表者：代表取締役　藤沢　昭和

　　住　所：東京都新宿区北新宿３丁目20番１号

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　ヨドバシカメラアッセンブリーセンター川崎

　　　増設計画

　⑵ 　種類

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書の要旨

　第１章　指定開発行為の概要

　　１ 　　指定開発行為者

　　２ 　　指定開発行為の名称及び種類

　　３ 　　指定開発行為を実施する区域

　　４ 　　 指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び

内容

　第２章　条例評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　１ 　　事後調査項目

　　２ 　　事後調査の内容

　第３章　事後調査結果（工事中の土壌汚染）

　　１ 　　調査項目

　　２ 　　調査位置

　　３ 　　調査時期

　　４ 　　調査方法

　　５ 　　調査結果

４ 　事後調査報告書の写しの縦覧期間、場所及び時間

　⑴ 　期　間

　　　平成29年６月５日（月）から

　　　平成29年７月４日（火）まで

　⑵ 　場　所

　　　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び本庁舎

　　　（環境局環境評価室）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　　　───────────────────

川崎市公告第321号

　　　平成29年度　地域中小企業人材確保・若者

　　　就業支援事業の実施について

　川崎市・世田谷区を対象地域とし、地域中小企業の人

材確保を図るとともに、若年求職者等を正規雇用に結び

付ける地域中小企業人材確保・若者就業支援事業の実施

にあたり、公募型企画提案方式により委託事業者を募集

するため、次のとおり公告します。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　事業名

　　 平成29年度　地域中小企業人材確保・若者就業支援

事業

２ 　履行期間

　　契約締結日から平成30年３月31日（土）まで

３ 　履行場所

　　 川崎市内・世田谷区内。ただし、研修等の一部を市

外でも実施可。

４ 　事業概要

　 　本事業は、世田谷区と連携し、地域中小企業の人材

確保及び若者の就業支援を目的に、概ね40歳未満の若

年求職者に対して、就職に役立つ知識や社会人として

必要なマナー等に関する研修等を実施するとともに、

地域中小企業との交流、個別キャリアカウンセリング
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等を行い、参加者の適性に合った企業とのマッチング

により正規雇用に結び付くよう支援します。また、大

学生等を対象としたインターンシップ（職業・職場体

験）を実施し、参加者の就業意識の向上を図るととも

に、地域中小企業に対する理解や就職先としての関心

を高めます。

５ 　参加事業者の資格要件

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市有資格業者名簿の当該契約に対応する業

種・種目（99　その他業務・99　その他）に登載さ

れていること。

　⑶ 　提案期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本事業を確実に履行できること。

　⑸ 　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑹ 　職業安定法による有料職業紹介事業者の許可を受

けていること。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者。

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

６ 　事務局

　　川崎市経済労働局労働雇用部雇用担当

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　　 　川崎フロンティアビル６階

　　電話番号（直通）　044（200）2276

　　ＦＡＸ番号　　　　044（200）3598

　　電子メール　　　　28roudou@city.kawasaki.jp

７ 　参加意向申出書の受付

　⑴ 　受付期間

　　　 平成29年６月５日（月）～平成29年６月12日（月）

17時

　⑵ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑶ 　提出方法

　　 　代表者印をカラー読込の上、事務局宛てに電子メ

ールでご提出ください。

　⑷ 　参加資格確認の結果通知

　　 　平成29年６月13日（火）に電子メールにより通知

します。

８ 　提案書類の提出

　⑴ 　受付期間

　　　平成29年６月16日（金）～平成29年６月20日（火）

　　　平日８時30分～ 17時（12時から13時を除く。）

　⑵ 　提出場所及び提出方法

　　　６の事務局まで直接ご持参ください。

　⑶ 　提出書類　８部（原本１部＋写し７部）

　　ア 　企画提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　会社概要（パンフレット等）

　　エ 　誓約書（別記様式）

９ 　企画提案会の実施と選定結果の通知

　⑴ 　企画提案会日時

　　　平成29年６月28日（水）予定

　　 　時間、場所等の詳細については、後日お知らせし

ます。

　⑵ 　企画提案会内容

　　 　事前にご提出いただいた書類に基づいて、説明15

分、質疑応答10分でご提案を行っていただきます。

　⑶ 　選定結果の通知

　　　平成29年６月29日（木）予定

　⑷ 　契約の締結

　　 　選定業者と詳細について協議し、協議が成立した

場合、平成29年７月３日（月）に契約を締結予定で

す。

10　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

11　選定方式

　　公募型企画提案方式による提案審査

12　選考方法

　 　５名の選考委員が応募者から提出された応募書類の

書類審査、提案会での提案審査を行い、基準点に達し

た者の中から最優秀者を１者選定します。

13　その他必要と認める事項

　⑴ 　委託料（参考金額）

　　　14,000,000円（税込）

　⑵ 　企画書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

について

　　 　企画提案書の作成及び提出、企画提案会の出席に

係る一切の費用は、参加者の負担とします。

　⑶ 　詳細については、本事業の募集要項をご参照くだ

さい。

　　　───────────────────

川崎市公告第322号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川・水路維持（幸）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」又は「Ｄ」で登録

されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年６月19日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 平成29年６月19日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道栗木台２号線道路補修（切削・打換）工事

履行場所 川崎市麻生区栗木台３丁目１番地先

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年６月19日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第323号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原中学校ほか１校用務員作業所新築その他工事

履行場所 川崎市中原区小杉陣屋町１丁目24番１号ほか１か所

履行期限 契約の日から平成30年２月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年６月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生市民館大ホール舞台音響設備改修工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番２号

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南菅小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目25番１号

履行期限 契約の日から平成29年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下小田中小学校体育館ほか解体撤去工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目35番１号

履行期限 契約の日から平成29年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　解体工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、平成28年５月31日までに受け

たとび・土工工事業に係る特定建設業の許可でも可とする。なお、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「解体」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、平成28年５月31日までに監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技

術者でも可とする。なお、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の

場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可

とします。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ

た場合は専任を要しません。

⑾ 　鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で延床面積300㎡以上の１棟からなる

建築物の解体工事実績（元請けに限る）を平成14年４月１日以降に有すること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西中原中学校体育館改修その他工事

履行場所 川崎市中原区下小田中２丁目17番１号

履行期限 契約の日から平成30年２月23日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月14日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西丸子小学校受水槽改修その他設備工事

履行場所 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目19番１号

履行期限 契約の日から平成29年９月22日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年６月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稗原小学校受水槽改修その他設備工事

履行場所 川崎市宮前区水沢３丁目７番１号

履行期限 契約の日から平成29年９月22日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年６月26日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第324号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その９）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 平成29年10月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年７月６日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道殿町39号線他電線共同溝詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区殿町３丁目地内

履行期限 平成30年３月15日限り

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者

　⑷ 　主任技術者及び照査技術者は「技術士（建設部門（道路））」又は「ＲＣＣＭ（道路）」の資格

を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年７月６日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第325号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度冬物被服（作業服上衣ほか）（合併）

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 平成29年９月28日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「衣料用品」種目「被服」

に登載されており、かつＡ又はＢの等級に格付けされていること。



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2067－

参 加 資 格

⑷ 　平成19年４月１日以降にこの購入（製造）物品について類似の契約実績があること。または、

メーカー、販売代理店等の引受証明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でも構いません。

⑸ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

⑺ 　本市の求めにより、職員の立会いのもとに検査に応じられること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 平成29年７月５日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第326号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　生田緑地（管理対象面積：約54.2ｈａ）（川崎市

多摩区枡形６丁目・７丁目、東生田２丁目・３丁

目・４丁目、東三田３丁目及び長尾２丁目並びに宮

前区初山１丁目）

　　　主な公園施設

　　　・生田緑地東口ビジターセンター

　　　・生田緑地西口サテライト

　　　・生田緑地整備事務所

　　　・生田緑地駐車場

　　　　（東口駐車場・西口駐車場・大型バス駐車場）

　　　・枡形山展望台

　⑵ 　川崎市岡本太郎美術館

　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番５号）

　　　※ 当該指定管理業務は、上記施設のほか、川崎市

教育委員会が所管する次の施設についても、横

断的に管理するものであることに留意してくだ

さい。

　　　・川崎市立日本民家園

　　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番１号）

　　　・川崎市青少年科学館

　　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番２号）

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規

則、川崎市岡本太郎美術館条例及び川崎市岡本太郎美

術館条例施行規則に定めるもののほか、詳細について

は生田緑地並びに川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日

本民家園及び川崎市青少年科学館指定管理業務仕様書

に定めます。

３ 　指定予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　　（５年間）

４ 　申請方法

　⑴ 　申請に必要な書類

　　ア 　指定申請書（様式１）

　　　※ グループによる申請の場合は、次の書類も提出

してください。

　　　（ア ）グループ（共同事業体・ＳＰＣ等）構成団

体届出書（様式２－１）

　　　（イ ）指定管理者指定グループ申請委任状（様式

２－２）

　　イ 　団体の概要（様式３）

　　　※ グループによる申請の場合は、下記書類を代表

団体のみならず各構成団体も提出してください。

　　　（ア ）定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法

人以外の団体にあっては、これらに相当する

書類）

　　　（イ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）

の事業実績書及び収支計算書

　　　（ウ ）平成27年度及び平成28年度の事業計画書及

び収支計算書

　　　（エ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）
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の財産目録、賃借対照表及び損益計算書、収

支計算書又は活動計算書

　　　（オ）役員名簿及び履歴書

　　　（カ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　　（キ）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　　（ク ）申請書提出時の常勤役員数、従業員数、非

常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト）

等の人員表（法人以外の団体にあっては、こ

れらに相当する人員表）

　　　（ケ ）法人にあっては、過去２年間（平成26年度

及び平成27年度）の法人税、法人市民税、消

費税及び地方消費税等の納税証明書

　　　　※ 申請の日が属する事業年度に設立された法人

等にあっては不要。

　　ウ 　宣誓書（様式４－１）

　　エ 　指定管理者制度における暴力団排除に関する合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４

－２）

　　　 　暴力団排除措置の対象者に該当するか否かにつ

いて、本市が神奈川県警に調査を依頼することを

同意する書面

　　オ 　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

（様式５）

　　カ　事業計画書（様式６）

　　　 　指定予定期間中の施設の管理運営に係る事業提

案書

　　キ 　収支予算書、経費見積書及び利用料金収入見積

書（様式７）

　　ク　事業計画書の概要

　　　　※ 様式任意。Ａ３横で３枚以内（表面のみ）

　⑵ 　仕様書等の配布及び申請書類等の提出

　　ア 　配布期間

　　　 　平成29年６月12日（月）から市の管理するホー

ムページにて配布します。

　　イ 　現地説明会の開催

　　　 　申請予定者に対して、次のとおり現地説明会を

開催します。申請予定者はできる限り参加してく

ださい。

　　　（ア）開催日時

　　　　　 　平成29年６月20日（火）午前９時30分から

　　　（イ）開催場所

　　　　　 　青少年科学館　２階学習室

　　　　　（川崎市多摩区枡形７－１－２）

　　　（ウ）参加申込

　　　　　 　説明会に参加を希望される団体は、平成29

年６月16日（金）の午後２時までに、電子メ

ールに「指定管理者現地説明会・見学会参加

申込書（様式８－１）」を添付の上、申込く

ださい。

　　　　　 　メール送信の際には、件名を「指定管理者

現地説明会・見学会申込」とし、開封確認等

で着信を確認してください。

　　　　　 　当日会場で募集要項、仕様書等の資料は配

布しませんので、本市のホームページから資

料を印刷の上、持参してください。

　　ウ 　申請書類受付期間、提出場所、方法

　　　（ア）受付期間

　　　　　 　平成29年８月３日（木）から８月９日（水）

まで（土・日を除く５日間）

　　　　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午

から午後１時までは除く。）

　　　（イ）提出場所

　　　　　 　川崎市多摩区枡形６－26－１

　　　　　　生田緑地整備事務所

　　　（ウ）提出方法

　　　　　　持参

　　　　　※ 郵送、ファックス、電子メール等による受

付は行いません。

　⑶ 　問合せ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

　　　電話：044－934－8577

　　　電子メール：53ikuta@city.kawasaki.jp

　　　問合せは、電子メールでお願いします。

　　　───────────────────

川崎市公告第327号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成29年度住民基本台帳ネットワークシステムコ

ミュニケーションサーバ端末等の賃貸借及び保守に

関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所第３庁舎14階）

　⑶ 　履行期間

　　　平成29年８月１日から平成34年７月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　調達物品

　　　　入札説明書によります。

　　イ 　数量

　　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」種目「事務用

機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　住民基本台帳ネットワークシステムに係る機器等

の物品調達について、本市又は他官公庁において類

似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後、仕様書の内容を遵守

し確実かつ速やかに納入し、住民基本台帳ネットワ

ークシステムが利用可能な状態にすることができる

こと。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約

書の写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所第３庁舎14階）

　　　こども未来局こども支援部こども家庭課

　　　担当：平山、戸田

　　　電話：044－200－2695

　　　ＦＡＸ：044－200－3638

　　　E-mail：45kodoka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月12日（月）から平成29年６月19日

（月）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約書を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し入札参加資格があると

認められた者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書を交付します。ただし、川崎市製造の請負・

物件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メー

ルのアドレスを登載している場合は、そのアドレスあ

てに自動的に一般競争入札参加資格確認通知書が電子

メールで配信されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　平成29年６月27日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで

　⑶ 　その他

　　ア 　入札参加資格があると認められた者には、一般

競争入札参加資格確認通知書の交付の際に、併せ

て入札説明書を無償で交付します。電子メールに

て一般競争入札参加資格確認通知書を交付された

者についても、３⑴の場所において４⑵の日時に

交付します。

　　イ 　入札説明書は、３⑴の場所において平成29年６

月12日（月）から平成29年７月11日（火）まで縦

覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成29年６月27日（火）から平成29年６月30日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴のＦＡ

Ｘ又は電子メールアドレスあてに送付してくださ

い。電子メールで送付する場合は、開封確認付きで

送信してください。また、ＦＡＸ又は電子メール送

付後に、その旨を３⑴の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められた全ての者に対し、平成29年７月

５日（水）までにＦＡＸ又は電子メールにて送付し

ます。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機

種、導入予定ソフト等のカタログを３⑴の場所に平成

29年７月６日（木）午後４時までに提出してください。

また、開札日の前日までの間において、提出したカタ

ログに関し本市から説明を求められたときには、これ

に応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、契約金額の総額で行います。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
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額に当該金額の100分の８に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の108分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　川崎市役所第３庁舎13階

　　　　　　　こども未来局会議室

　　イ 　日時　平成29年７月12日（水）午前11時

　⑶ 　入札方法は、持参に限る

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の契約関係規程において閲覧することができ

ます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第328号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道下小田中59号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目34番地先

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年６月26日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第329号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塚越第２住宅基礎解体工事

履行場所 川崎市幸区塚越２丁目159番11

履行期限 契約の日から平成29年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。ただし、平成28年５月31日までに受けたと

び・土工工事業に係る建設業の許可でも可とします。

⑼ 　主任技術者（業種「解体」）を配置できること。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者（業

種「とび・土工」）の資格を有する者でも可とします。

⑽ 　特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること。

⑾ 　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上４階建て以上、延べ床面積5,000㎡以上

の建築物の解体工事実績（元請けに限る）を平成14年４月１日以降に有すること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生消防署王禅寺出張所改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東４丁目１番６号

履行期限 契約の日から平成30年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月３日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生消防署王禅寺出張所改修冷暖房その他設備工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東４丁目１番６号

履行期限 契約の日から平成30年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2073－

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 地域子育て支援センターさぎぬま内装改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区鷺沼２丁目１番地

履行期限 契約の日から平成29年10月16日まで

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「内装」種目「内装」で登録されてい

る者。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　内装仕上工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「内装仕上」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月３日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎競輪場入場門棟改築その他工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目１番６号

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月21日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 古川小学校屋外附帯・わくわくプラザ室改築衛生その他設備工事

履行場所 川崎市幸区古川町70番地

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月３日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 古川小学校屋外附帯・わくわくプラザ室改築電気その他設備工事

履行場所 川崎市幸区古川町70番地

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月３日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央卸売市場北部市場青果棟空気調和設備改修工事

履行場所 川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

履行期限 契約の日から平成29年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前小学校ほか１校天井改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区宮前町８番13号ほか１か所

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月３日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津図書館外壁改修その他工事

履行場所 川崎市高津区溝口４丁目16番３号

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月14日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第330号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成29年６月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市宮前区菅生３丁目４番１号

杉田　道保

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区菅生３丁目1786番の一部、

1787番の一部　外

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

16.82メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま情指導

第206号

指　定

年月日

平成29年

６月14日

　　　───────────────────

川崎市公告第331号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年６月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区上麻生７丁目300番

 ほか13筆

 1,794平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都中央区日本橋馬喰町１－４－16

　　馬喰町第一ビルディング４Ｆ

　　株式会社　イエローハット

　　代表取締役　堀江　康生

３ 　予定建築物の用途

　　物販店舗・自動車修理工場

 計画戸数：１戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年１月４日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第151号

　　　───────────────────

川崎市公告第332号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成29年６月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　
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申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成29年５月31日 特定非営利活動法人　

コスモス

横山　典子 川崎市高津区久本３丁目

４番８－102号

この法人は、完全参加と平等

の理念を持ち、高齢者・障害

者の地域生活を持続するため

の支援を中心にした事業を展

開することにより、安心とや

さしさとあたたかさのある地

域社会の増進に寄与すること

を目的とする。

平成29年６月７日 特定非営利活動法人　

かわさきマンション

管理組合ネットワーク

宮島　茂 川崎市高津区溝口１－６－１

クレール溝口204号室

この法人は、マンション居住

にかかわる管理組合、諸団

体、市民など幅広い人々に対

して、マンションの管理につ

いて運営及び建物施設の維持

保全建替え等の支援に関する

事業等を行い、もって適正な

マンション形成によるまちづ

くりの推進に寄与することを

目的とする。

平成29年６月７日 特定非営利活動法人　

日本環境斎苑協会

奥村　明雄 川崎市川崎区四谷上町10番６号 この法人は、火葬場の設置者

及び利用者に対して火葬場の

近代化とその管理運営の適正

化に関する調査研究、教育研

修、情報提供等の事業及び火

葬場の設備調査、建設・改修

計画策定等の受託に関する事

業を行うとともに、災害時に

おける遺体の火葬について必

要な協力を行い、もって生活

環境の保全と国民の福祉の増

進に寄与することを目的とす

る。

平成29年６月９日 特定非営利活動法人　

セルフ・カウンセリング

普及協会

渡邊　ミサ 川崎市麻生区高石４丁目23番15号 この法人は、渡辺康麿が創造

したセルフ・カウンセリング

の理論と方法に関する普及事

業等を行い、すべての人がよ

りよいコミュニケーションが

できるようになって、よりよ

い自己形成ができるように支

援し、生涯学習社会の充実に

寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第333号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　（仮称）地域ふれあいプラザ基本計画（案）

　　　策定業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所健康福祉局高齢者在宅サービス課

　⑶ 　完了期限

　　　平成30年３月31日（土）限り

　⑷ 　業務概要

　　 　⑴の基本計画（案）について、地域ふれあいプラ

ザの基本的な考え方を踏まえつつ、本市の方向性を

まとめるためのコンサルティング業務とします。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度業務委託有資格

業者名簿の業種「建設コンサルタント」種目「都市

計画及び地方計画部門」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2079－

　⑷ 　過去５年間で本市、他の官公庁において福祉関係

の基本計画策定その他これに類する業務の契約実績

があること。

　⑸ 　過去５年間で本市、他の官公庁において公共施設

の新築工事に伴う基本設計又は実施設計の契約実績

があること。

　⑹ 　技術士法第２条第１項に規定する技術士及び建築

士法第２条第２項に規定する一級建築士を配置でき

ること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び上記２⑷～⑹を証する

書類を提出しなければなりません。なお、一般競争入

札参加資格確認申請書は原則ダウンロードしてくださ

い。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　伊藤

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月15日（木）から平成29年６月20日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、仕様書等の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書、仕様書等を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　日時（予定）

　　 　平成29年６月23日（金）８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年６月23日（金）から平成29年６月26日

（月）の午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問受付方法

　　　３⑴の電子メールにお送りください。

　⑷ 　回答日時・方法

　　 　平成29年６月27日（火）全社に電子メールで回答

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、（仮称）地域ふれあいプラザ基本計画

（案）策定業務にかかる費用の合計金額で行いま

す。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年６月29日（木）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします（持参以外は無効とします）。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも

って入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ

　⑷ 　その他関係書類については、川崎市のホームペー

ジの「入札情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/epc/index.htm）において、本件の公表情報詳細

のページからもダウンロードできます。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第254号

　　　入札公告

　業務委託契約に係る一般競争入札について次のとおり

公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 災害用救急医療セットの更新及び滅菌業務委託

所 管 課

（問合せ先）

健康福祉局保健医療政策室

川崎市幸区堀川町580　ソリッドスクエア西館12階

電話044－200－0562

業務の概要
災害時医療救護活動用の医薬品等備蓄品について、使用期限を踏まえて更新又は滅

菌処理を行う業務であり、詳細は「入札説明書」によります。

履 行 場 所 川崎市内13か所

契 約 期 間 契約締結の日から平成29年10月31日まで

競争参加資格

１　 平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿において、業種「医療関連業務」に登載され

ていること。

２　 川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以下「契約規則」といいます。）第２条の規

定に該当しないこと。

３　 川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこと。

４　 過去５年間で、官公庁又は医療法（昭和23年７月30日法律第205号）第１条の５に定める病

院において、類似の業務を受託した実績を有し、かつ、本件業務を確実に履行する能力を有

すること。

競争参加の申込
受 付 期 間 平成29年６月26日から平成29年７月４日まで

受 付 場 所 上記の所管課で持参により受付けます。

入札及び開札

日 時 平成29年７月13日　午前10時

場 所
川崎市健康福祉局　12Ｃ会議室

（川崎市幸区堀川町580　ソリッドスクエア西館12階）

１ 　総則

　 　上記の所管課における受付時間は、開庁日の午前８

時30分から正午までと、午後１時から午後５時15分ま

でに限ります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、所管課にて配布いたします。

また、競争参加の申込みを行った者に対して、入札

説明書（仕様書を含む。）を無償貸与します。（入札

執行後所管課に返却してください。）また、入札説

明書は、上記の申込受付期間中、所管課において縦

覧に供します。

　⑵ 　競争参加資格があると認められた者には、平成29

年７月６日までに競争参加資格確認通知書をメール

にて交付します。競争参加資格があると認め難い者

には、事前にお知らせします。

　⑶ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せについて

　 　入札説明書又は仕様等に係る問合せについては、入

札説明書の定めるところによります。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加資
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格確認通知を受けた者又はその代理人とします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑵ 　入札保証金は免除します。

　⑶ 　川崎市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」

といいます。）において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、当該価格が著しい低価格であ

った場合は、落札決定の前に調査を行うことがあり

ます。

　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入札

を行います。ただし、その前回の入札が参加者心得

の規定により無効とされた者、及び開札に立会わな

い者は再度入札に参加できません。

５ 　契約の締結等について

　　落札者とは次の条件で契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、契約

規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

６ 　　その他

　　 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第255号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　上河原堰堤管理事務所耐震診断業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅稲田堤３丁目21番１号

　⑶ 　履行期間　平成30年３月15日限り

　⑷ 　委託概要　耐震診断業務委託

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種名「建築設計」の種目名「構造設計」に

登録されていること。

　⑸ 　次の要件をすべて満たす自社所属の者を管理（主

任）技術者として配置できること。

　　・ 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建

築士とする。

　　・ 一級建築士取得後５年以上の実務経験を有するこ

と。

　　・ 公共建築物の耐震診断または、耐震改修設計の実

績を有すること。

　　・ 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習（鉄筋コン

クリート造）、または、それと同等以上の内容を

有すると国土交通大臣が認める講習を修了してい

ること。

３ 　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）

技術者届の配布、提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）技術者届

（技術者の資格及び業務実績を証する資料を添付する

こと。）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配付、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル８階）

　　　まちづくり局総務部庶務課経理係

　　　電話：044－200－2966

　　　 （一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主

任）技術者届は川崎市ホームページ内「入札情

報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　平成29年６月26日（月）から平成29年６月30日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　提出方法　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成29・30年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送
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付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

５ 　仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で仕様

書を交付します。また、仕様書を縦覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴ 　受付場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル９階）

　　　まちづくり局施設整備部長寿命化推進担当

　　　電話：044－200－2977

　⑵ 　受付期間

　　 　平成29年７月６日（木）から平成29年７月７日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、６⑴の受付場所に備え付

けた質問箱に質問書を投入してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布し

ます。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさき

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/）の「入札情

報」委託の欄の「財政局入札公表」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

全ての者に対し、平成29年７月12日（水）までに文

書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　平成29年７月21日（金）午前11時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札候補者とします。ただ

し、入札価格が著しく低い場合は、調査を行うこと

があります。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　⑷ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する

入札は無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　無

　⑶ 　契約書の作成　　要

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）の契約

関係規定において閲覧することができます。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第256号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
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て公示します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　平成29年度　大型ごみ中継コンテナの購入　　５台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年６月６日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　新明和工業　株式会社　流体事業部営業本部

　　本部長　石川　貞仁

　　横浜市鶴見区尻手三丁目２番43号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　35,500,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年４月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第257号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

示します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザル方式に付する事項

　⑴ 　件名

　　　麻生スポーツセンターＥＳＣＯ事業

　⑵ 　履行場所

　　　麻生区役所まちづくり推進部地域振興課

　　　（川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日（平成30年６月（予定））から

　　　平成34年３月31日（木）まで

　　　※省エネルギーサービス期間：

　　　　平成31年４月１日（月）～平成34年３月31日（木）

　⑷ 　委託内容

　　 　麻生スポーツセンターへＥＳＣＯ設備等を導入す

るための改修工事等サービス及びＥＳＣＯ設備の運

転管理、維持管理等における省エネルギーサービス

を実施するものとする。

２ 　評価基準

　 　プロポーザル審査は参加申出のあった事業者による

現場ウォークスルーを経て、審査委員会におけるプレ

ゼンテーションから事業資金計画、技術提案、維持管

理等提案など総合的にＥＳＣＯ事業提案の審査を行い

ます。

３ 　プロポーザル方式参加資格に関する事項

　⑴ 　応募者の資格

　　 　応募者の資格要件は、次のとおりとします。なお、

応募者がグループで参加される場合は、グループと

してこれらの要件を満たす必要があります。

　　ア 　応募者は「参加意向申出書及び参加資格確認書

類の提出」に示される提出書類により、ＥＳＣＯ

事業提案募集の内容を充分に遂行できると認めら

れる者であること。

　　イ 　応募者は、各種対策により、対象物件のエネル

ギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成

できない場合には、保証措置を講じることができ

る者であること。

　　ウ 　応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削

減量及び削減金額を計測・検証することができる

者であること。

　　エ 　事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理

を円滑に行うための拠点を川崎市内又は近傍に有

すること。

　　オ 　事業役割を担う応募者は、これまでに省エネル

ギー保証を伴うＥＳＣＯ事業を受託し、かつ遂行

した実績を有すること。事業役割を担う構成員が

複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を

満たすこと。

　　カ 　設計役割を担う応募者には、設備設計一級建築

士、建築設備士、技術士（建設、電気・電子、機

械、衛生工学）もしくはエネルギー管理士のいず

れかの資格を持つ者が所属し、有資格者が本事業

の設計担当であること。

　　　 　ただし、建築士法（昭和25年法律第202号）第

３条第２項に規定する建築物の大規模な修繕もし

くは模様替えに該当する場合、それに準ずること

とする。

　　キ 　建設役割を担う応募者は、建設業法（昭和24年

法律第100号）第３条第１項の規定により、提案

内容に該当する種類の建設工事に係る許可を受け

た者であること。また、建設業法第26条に基づき、

監理技術者等を配置すること。なお、専任で配置

する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３ヶ月

以上の雇用関係にある者であること。

　　ク 　建設役割の構成企業のうち最低１社は、川崎市

内企業※かつ川崎市の川崎市工事請負有資格業者

名簿に登載されている企業が入ること。

　　　※ 川崎市内企業とは、川崎市内に主たる営業所が

ある企業で法人の場合、事実上の本店所在地又

は登記簿上の本店所在地が川崎市内にある企業

をいいます。

　　ケ 　下請業者または協力業者の選定にあたっては、
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川崎市内企業を優先し、かつ社会保険等※に加入

している業者を選定すること。

　　　※ 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇

用保険をいいます。

　⑵ 　応募資格の制限

　　 　次に掲げるものは、応募者の構成員となることは

できません。

　　ア 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

167条の４の規定に該当する者。

　　イ 　この告示をした日からＥＳＣＯ事業提案書提出

日までの期間に、「川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱」に基づく指名停止の措置を受けて

いる者、もしくは「川崎市の入札契約における暴

力団等排除措置要綱」による入札参加除外の措置

を受けている者。

　　ウ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第

５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営

支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有して

いる者。

　　エ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条

例第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反

している者。

　　オ 　この告示をした日からＥＳＣＯ事業提案書提出

日までの期間に、建設業法（昭和24年法律第100

号）第28条第３項もしくは第５項の規定による営

業停止の処分を受けている者。

　　カ 　商法（明治32年法律第48号）の規定による会社

の整理の開始を命ぜられている者。

　　キ 　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の

規定による民事再生手続開始の申し立てをしてい

る者。

　　ク 　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第

１項または第２項の規定による成手続開始の申し

立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例

によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」

という。）に係る同法による改正前の会社更生法

（昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。）

第30条第１項または第２項の規定による更生手続

開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申

し立て」という。）をしている者、または更正手

続開始の申し立てをなされている者。ただし同法

第41条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件

に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）

を受けた者が、その者に係る同法第199条第１項

の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法

に基づく更生計画認可の決定を含む。）があった

場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしな

かった者、または更生手続開始の申し立てをなさ

れなかった者とみなします。

　　ケ 　応募資格申請書に虚偽を記載し、または重要な

事実について記載をしなかった者。

　　コ 　最近１年間において法人税、事業税、消費税、

地方税等を滞納している者。

４ 　ＥＳＣＯ事業選定の流れ

　 　ＥＳＣＯ事業選定の流れを示します。詳細は本市ホ

ームページから募集要項をダウンロードして確認して

ください。

　　ホームページ

　　 http://www.city.kawasaki.jp/shisei/

category/47-4-3-2-0-0-0-0-0-0.html

　⑴ 　応募者

　　 　応募者は、「３　プロポーザル方式参加資格に関

する事項」で定める資格要件を満足する者とします。

　⑵ 　応募資格要件の確認及び提案要請

　　 　参加意向申出をした者の応募資格要件を確認し、

条件を満たした応募者に対しプロポーザルの参加を

文書で要請します。

　⑶ 　最優秀及び優秀提案の選定

　　 　本市職員で構成する「麻生スポーツセンターＥＳ

ＣＯ事業提案審査委員会」（以下「審査委員会」と

いう。）により、選考過程を経て提案の中から最も

適格とされる最優秀提案を１社選定し、優先交渉権

者とします。また、順位を付してその他数件の優秀

提案を選定し、順位に従って順次、次選交渉権者と

します。なお、審査委員は、審査結果の公表時に併

せて公表します。

　⑷ 　詳細協議

　　 　優先交渉権者は、本市と詳細診断に係る協定書を

締結し、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書

（最終提案）の作成及び契約書を締結するまでの諸

条件について詳細協議を進めるものとします。な

お、この際の協議は優先交渉権者が行った提案の範

囲内で行うものとします。

　⑸ 　契約の締結

　　 　本市は、優先交渉権者と協議を行い、川崎市議会

において本事業の予算が承認され、協議が整った場

合にＥＳＣＯ事業契約を締結します。なお、優先交

渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者

との協議を行うこととします。

５ 　事務局

　 　ＥＳＣＯ提案募集に係る事務局は、次のとおりとし

ます。

　　担当窓口：川崎市財政局資産管理部資産運用課

　　住　　所：川崎市川崎区宮本町６番地

　　電　　話：044－200－2851

　　E-mail　：23sisan@city.kawasaki.jp
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６ 　その他

　⑴ 　応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費

用は、応募者の負担とします。

　⑵ 　提出された書類等に虚偽の記載をした場合には、

失格とするとともに、虚偽の記載をしたものに対し

て指名停止等の措置を行うことがあります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　 改 修 工 事 等 サ ー ビ ス 料 の 上 限 金 額 は、

219,000,000円（税抜）とし、省エネルギーサービ

ス料の上限金額は1,600,000円（税抜）とします。

　⑸ 　詳細は本市ホームページから募集要項をダウンロ

ードして確認してください。

　　　ホームページ

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/shisei/

category/47-4-3-2-0-0-0-0-0-0.html

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第258号

　　　入札公告

　幸区役所及び御幸集会所消防用設備保守点検業務委託

に関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　幸区役所及び御幸集会所消防用設備保守点検業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　　　御幸集会所（川崎市幸区河原町１－58）

　⑶ 　履行期限

　　　平成29年８月１日から平成30年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「消火設備保守点検」に

登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に川崎市内の施設において消防設備点

検の実績があること。

　⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者

　⑹ 　施設に設置されている消防用設備の種別に対応し

た消防設備士免状を保有するものを業務に従事させ

ること。また、当該消防設備士は雇用関係にあるこ

と。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ

さき」－「入札情報」の「委託」－「入札公表・

財政局」）

　　　（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月26日（月）から平成29年７月４日

（火）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書写し

　　ウ 　消防設備士免状の写し

　　エ 　消防設備士との雇用関係を証明できる書類（健

康保険証の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札

説明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書、仕様書及び入札説明書を

交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴ と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　平成29年７月６日（木）午前９時から

　　　正午及び午後１時から５時まで

　　 　電子メールの場合は、平成29年７月６日（木）午

前９時から７月７日（金）正午までに配信します。
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５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年７月６日（木）午前９時から平成29年７

月11日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく

ださい。

　　 　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、

その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、平成29年７月14日（金）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　　（ア）入札日時

　　　　　　平成29年７月26日（水）午後２時

　　　（イ）入札場所

　　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　　川崎市幸区役所４階　第４会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、免除します。

　　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを

納付しなければいけません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札

情報　かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」で閲覧する

ことができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第259号

　　　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　防災広報誌編集・印刷業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市全域

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成29年９月29日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他」の種目「印刷物のデザイン」に登載され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を持参により提出してくだ

さい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　啓発・予防担当

　　　電　話　044－200－2893（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月26日から平成29年６月30日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵提出期間」の期間で縦覧に供するととも

に、希望者には印刷物を配布します。また、川崎市

のホームページの「入札情報」（http://keiyaku.

city.kawasaki.jp/epc/index.htm）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成29年７月４日午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年６月26日から平成29年７月６日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴提出場所及び問い合わせ

先」に同じ。ただし、「６⑵質問

受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年７月10日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送

付します。なお、この入札の参加資格を満たしてい

ない者からの質問に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年７月13日　午前10時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所及

び問い合わせ先」に同じ。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第260号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成29年度タブロイド版防災広報誌全戸ポスティ

ング業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市全域

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成29年10月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　タブロイド版防災広報誌を川崎市内の全住戸に配

布します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で刊行物を20万部以上配布する契約を

締結し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び契約実績を証する書類

（契約書の写し等）を持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　啓発・予防担当

　　　電　話　044－200－2893（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月26日から平成29年６月30日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵提出期間」の期間で縦覧に供するととも

に、希望者には印刷物を配布します。また、川崎市

のホームページの「入札情報」（http://keiyaku.

city.kawasaki.jp/epc/index.htm）において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成29年７月４日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
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の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年６月26日から平成29年７月６日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴提出場所及び問い合わせ

先」に同じ。ただし、「６⑵質問

受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年７月10日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送

付します。なお、この入札の参加資格を満たしてい

ない者からの質問に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年７月13日　午前11時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴提出場所及

び問い合わせ先」に同じ。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第261号

　　　入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　　一般競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名

　　 　平成29年度働き方についてのアンケート調査業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市総務企画局人事部人事課

　　　（川崎市東田町５－４）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成29年９月29日（金）まで

　⑷ 　業務概要

　　 　働き方についてのアンケート調査に係る調査票・

封筒の印刷・封入、回答済み調査票の回収、回答済

み調査票の集計・分析及び調査結果に係る概要版・

報告書の作成業務

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種・

種目が「調査・測定」・「その他の調査・測定」に登

載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申し込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎10階

　　　総務企画局人事部人事課　内田担当

　　　電話番号　044－200－2129

　　　ＦＡＸ　　044－200－3753

　　　e-mail　　17zinzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年６月26日（月）から平成29年６月30日

（金）までとします。

　　　 （午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、平成29年６月30

日（金）午後５時までに川崎市総務企画局人事部人

事課に到着する必要があります。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　過去５年間、地方公共団体において類似の契約

実績を証する書類（コピー可）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メール

のアドレスを登載している場合は、一般競争入札参加

確認通知書は自動的に電子メールで交付されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　平成29年７月３日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります。ＵＲＬ

　http://keiyaku.city.kawasaki.jp）。なお、イン

ターネットから入手できない者には、申し出により

無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託有

資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレス

を登録している場合は、確認書と一括して自動的に

電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年７月３日（月）から平成29年７月５日

（水）午後５時までとします（祝日を除く。午前８

時30分から午後５時まで）。

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。（来館にて提出も可）

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　平成29年７月６日（木）までに、全者に電子メー

ルにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2091－

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は紙入札形式により行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年７月10日（月）午後２時

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎10階

　　　　　　　川崎市総務企画局人事部人事課　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書、川崎市契約条例、川崎市契約規則及

び川崎市競争入札参加者心得は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑶ 　この入札への参加者が２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがあります。

　⑷ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑹ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第262号

　　　入札公告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　液体クロマトグラフ質量分析計装置一式の賃貸借

及び保守管理

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　履行期間

　　　平成29年11月１日から平成36年10月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　長期継続契約（分析装置の賃貸借及び保守管理）

２ 　競争参加資格

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件を満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市「平成29・30年度川崎市製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿」の業種名「リース」に登

載されており、かつ、Ａの等級に格付けされている

こと。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者を含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を７月10

日までに行って下さい。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　官公庁又は研究機関と理化学分析装置の賃貸借に

ついて平成19年４月１日以降に契約実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044－276－8250

　⑵ 　配布・提出期間
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　　 　平成29年７月３日（月）から７月10日（月）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品の仕様及びカタログ等

　　ウ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び入札説明書の入手方法

　　 　競争入札参加申込書及び入札説明書は、インター

ネットからダウンロードすることができます。

　　 　（「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「入札情報」の物

品の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロ

ードができない場合には「３⑵配布・提出期間」の

期間に、「３⑴配布・提出場所」で配布します。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成29年７月20日（木）午後５時

　　　　　　 　ただし、川崎市「平成29・30年度川崎市

製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿」へ登録した際にメールアドレスを登録

している場合は、平成29年７月21日（金）

までに電子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年７月24日（月）から７月27日（木）まで

とします。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日

及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを除

く、午前８時30分から午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により送付してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴配布・提出場

所」に電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参　　　　３⑴に同じ

　　イ 　電子メール　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－288－2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、平成29年７月28日（金）に競

争参加資格を有するとした競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸによ

って回答書を送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２競争参加資格に関する事項」の各号

のいずれかの資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書を

入札件名が記載された封筒に封印してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　平成29年８月７日（月）午前11時

　　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　　川崎市健康安全研究所

　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　イ 　郵送による入札

　　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　　平成29年８月４日（金）必着

　　　（イ）入札書の提出先

　　　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　金額の表記

　　ア 　入札は税抜きの総額で行います。月額の賃貸借

料（税抜き）に84か月を乗じる方法（契約金総額）

で見積もりしてください。

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑶ 　入札保証金　　　　　免除

　⑷ 　開札の日時及び場所　７⑴ア（ア）及び（イ）に

同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等
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　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、川崎市契約規則第32条の定め

るところにより、契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　前払い金の要否　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

10　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

required :

　　　 Lease and maintenance management of a liquid 

chromatograph mass spectrometer unit

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　11:00 A.M.,August,7,2017

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　August,4,2017

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　Kawasaki City Institute for Public Health

　　　 Life Science & Environment Research 

Center,2nd Floor

　　　 3-25-13 Tonomachi,Kawasaki-ku 

Kawasaki,Kanagawa 210-0821,Japan

　　　TEL : 044-276-8250

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第263号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　平成30年度　中型ごみ車６㎥
　　　　　　　　　　（強制圧縮式）　　　　　　５台

　　イ 　平成30年度　中型ごみ収集車６㎥
　　　　　　　　　　（コンテナ傾倒装置付）　　６台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　ア 　平成30年７月27日

　　イ 　平成30年８月24日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成29

年７月10日までに行ってください。

　⑷ 　平成19年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合



（第1,725号）平成29年(2017年)６月26日 川 崎 市 公 報

－2094－

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　吉田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　平成29年６月26日～平成29年７月10日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　午前８時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」（アドレス　http://keiyaku.

city.kawasaki.jp）の「入札情報」

の物品の欄の「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　平成29年６月26日～平成29年７月10日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　平成29年６月26日～平成29年７月10日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に申込書等を提出して

ください。

　　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから一

般競争入札参加申込書等をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　　担当　金子

　　電話　044－200－2571

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間

　　　　平成29年６月26日～平成29年７月11日

　　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　　配布・提出期間

　　　　平成29年６月26日～平成29年７月11日

　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　平成29年７月28日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質
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問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに平成29年７月28日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成29年７月28日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限

　　　　平成29年８月９日　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出日時　平成29年８月９日

　　　　　　午前11時00分

　　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　　　　　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）入札書の提出期限　平成29年８月８日

　　　　　　　　　　　　　　　必着

　　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
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市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　　　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場

合、委員会申立ての検討期間中、契約締結等の

手続を一時停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　①Middle-sized garbage truck

　　　(compression system) 　　　　　　　　 5units

　　②Middle-sized garbage truck 

　　　 (with container tilting device) 　　　6units

　⑵ 　 Time-limit for tender : 

　　　11:00 AM,9 August 2017

　⑶ 　 Contact point for the notice :  

　　　KAWASAKI CITY OFFICE Contract Section

　　　Asset Maintenance Department Finance Bureau

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　TEL : 044-200-2092

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第264号

　　　入札公告（役務）

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　浮島処理センターごみ保管灰処理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　浮島処理センター：川崎区浮島町509番地１

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、浮島２期埋立区域内（第２・３保管場

所）に保管しているごみ焼却灰の処理等の業務を行

うものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「その他維持管理」で登

録をしていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

29年７月５日（水）までに行ってください。

　⑷ 　安全管理者を配置できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出してください。

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダ

ウンロード

　⑵ 　配布期間

　　 　平成29年６月26日（月）午前９時から平成29年７

月５日（水）午後５時まで

　⑶ 　提出受付期間

　　ア 　受付日

　　　 　平成29年６月26日（月）から平成29年７月５日

（水）（土曜日及び日曜日を除く。）

　　イ 　受付時間

　　　 　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。ただし、郵送の場合は、

平成29年７月５日（水）午後５時までに必着するも

のとします。

　⑸ 　提出先及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　白木

　　　電話：044－200－2590（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3923

　⑹ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２の⑷の資格証の写し

４ 　仕様書の閲覧

　⑴ 　閲覧場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　閲覧期間

　　　３の⑶に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し申請を認められた者には、次により一般競争入札

参加資格確認通知書及び仕様書を平成29年７月13日

（木）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2097－

スを登録していない場合は、直接受取りに来庁される

ようお願いします。

　⑴ 　交付場所・配布場所

　　３の⑸に同じ

　⑵ 　受付期間

　　ア 　受付日

　　　　平成29年７月13日（木）

　　イ 　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

６ 　質問書の配布、受付及び回答

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し申請を認

められた者は、次のとおり質問書を提出することがで

きます。

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　３の⑵に同じ

　⑶ 　質問受付期間

　　ア 　受付日

　　　　平成29年７月13日（木）から

　　　　平成29年７月19日（水）まで

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　イ 　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メールとします。

　　ア 　持参場所

　　　　３の⑸に同じ

　　イ 　電子メール

　　　　30syori@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年７月26日（水）に、全ての競争入札参加

者に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成29年８月７日（月）午前10時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　⑵の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提

出するものとします。ただし、郵送による入札につ

いては、入札日時までに３の⑸の場所に必着するも

のとします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格な場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）にて閲

覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　⑶ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」をご覧ください。

11　Summary

　⑴ 　 Subjest:Processing of incinerated-waste ash 

stored at the Ukishima Incineration Plant

　⑵ 　 Time-limit for tender: 10:30am August 7th, 
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2017 (Monday)

　⑶ 　 Contact point for the notice:KAWASAKI CITY 

OFFICE

　　　Treatment Planning Section

　　　Environmental Facilities Department

　　　Environmental Protection Bureau

　　　1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2590

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第265号

　　　入札公告（役務）

　特定調達に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　平成29年６月26日

 川崎市長　　福田　紀彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　海上輸送用コンテナ荷役等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎区浮島町523番地先（第２・３保管場所）

　　　ほか１か所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、浮島２期埋立区域内第２・３保管場所

に保管している海上コンテナの運搬及び荷役等業務

を行うものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」で登録さ

れていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

29年７月５日（水）までに行ってください。

　⑷ 　港湾運送事業法第22条の２第１項に基づく港湾運

送関連事業の届出を行っていること。

　⑸ 　過去３年間に海上用輸送コンテナ及び一般廃棄物

の運搬業務の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書を提出してください。

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダ

ウンロード

　⑵ 　配布期間

　　 　平成29年６月26日（月）午前９時から平成29年７

月５日（水）午後５時まで

　⑶ 　提出受付期間

　　ア 　受付日

　　　 　平成29年６月26日（月）から平成29年７月５日

（水）（土曜日及び日曜日を除く。）

　　イ 　受付時間

　　　 　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く。）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。ただし、郵送の場合は、

平成29年７月５日（水）午後５時までに必着するも

のとします。

　⑸ 　提出先及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　白木

　　　電話：044－200－2590（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3923

　⑹ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２の⑷が確認できる届出等の写し

　　ウ 　２の⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　仕様書の閲覧

　⑴ 　閲覧場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　閲覧期間

　　　３の⑶に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し申請を認められた者には、次により一般競争入札

参加資格確認通知書及び仕様書を平成29年７月13日

（木）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ

スを登録していない場合は、直接受取りに来庁される

ようお願いします。

　⑴ 　交付場所・配布場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　受付期間

　　ア 　受付日
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　　　　平成29年７月13日（木）

　　イ 　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

６ 　質問書の配布、受付及び回答

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し申請を認

められた者は、次のとおり質問書を提出することがで

きます。

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　３の⑵に同じ

　⑶ 　質問受付期間

　　ア 　受付日

　　　　平成29年７月13日（木）から

　　　　平成29年７月19日（水）まで

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　イ 　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メールとします。

　　ア 　持参場所

　　　　３の⑸に同じ

　　イ 　電子メール

　　　　30syori@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年７月26日（水）に、全ての競争入札参加

者に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成29年８月７日（月）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　⑵の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提

出するものとします。ただし、郵送による入札につ

いては、入札日時までに３の⑸の場所に必着するも

のとします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格な場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）にて閲

覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

11　Summary

　⑴ 　 Subject : Loading and unloading of maritime 

transport containers 

　⑵ 　 Time-limit for tender: 11:00am August 7th, 

2017 (Monday)

　⑶ 　 Contact point for the notice:KAWASAKI CITY 

OFFICE

　　　Treatment Planning Section

　　　Environmental Facilities Department

　　　Environmental Protection Bureau

　　　1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2590

税 公 告

川崎市税公告第102号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ
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ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第103号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第104号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第105号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第106号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第107号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第108号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第109号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第110号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ
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ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第111号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第112号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第113号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第114号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第115号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

年　度 税　目 期　別

この公告に

よる変更す

る納期限

件数

・

備考

平成29年度 軽自動車税 全期分 平成29年

６月30日

全期分

計165件

平成29年度 固定資産税

都市計画税

（土地・家

屋）

５月随時分

以降

平成29年

６月30日

（５月随時

分）

計１件

平成29年度

（平成28年

度課税分）

市民税

・

県民税

（普通徴収）

５月随時分 平成29年

６月30日

（５月随時

分）

計８件

平成29年度

（平成27年

度課税分）

市民税

・

県民税

（普通徴収）

５月随時分 平成29年

６月30日

（５月随時

分）

計１件

上 下 水 道 告 示

川崎市上下水道局告示第23号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定の取消し

　　　について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第11条第１項の規定に

より、次のとおり川崎市排水設備指定工事店の指定を取
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り消したので、同規程第12条第２号の規定により告示し

ます。

　　平成29年６月15日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定を取り消した期日

　　平成29年６月15日

２ 　指定を取り消した工事店

　　指定番号　　　763

　　商号又は名称　株式会社村山設備

　　営業所所在地　横浜市金沢区釜利谷西三丁目24番９号

　　代表者氏名　　村山　竜治

　　指定有効期間　平成26年２月１日から

　　　　　　　　　平成31年１月31日まで

上 下 水 道 公 告

川崎市上下水道局公告第45号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月６日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力ポンプ場ほか耐震化対策実施設計委託その１

履行場所 川崎市中原区等々力20－１ほか

履行期限 契約の日から平成29年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成14年４月１日以降に国、地方公共団体または地方共同法人が発注した委託業務において、

下水道施設（ポンプ場または処理場）に係る耐震補強実施設計（詳細設計若しくは基本設計）業

務または耐震診断業務の元請けとしての契約履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。アとイは兼務可能です。

　ア 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（下水道）、上下水道部門技術士（下水道）、又

は下水道法に規定された資格を有する者

　イ 　建築担当部門の技術者の長として、建築士法による１級建築士の資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年６月27日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度小規模受水槽水道の管理状況調査等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市内一円

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測

定」に登載されている者。

⑷ 　次の要件のいずれかを満たす者を配置できること。

　ア 　川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

第16条第１項の市長の指定する者
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参 加 資 格
　イ 　水道法第34条の２第２項の厚生労働大臣の登録を受けた者であって、当該登録に係る検査実

施地域に、本業務委託の検査実施予定地域が含まれている者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年６月27日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度排水現況実態調査測量委託

履行場所 川崎市全域

履行期限 契約の日から平成29年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「測量」、種目「測量一般」に登載されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年７月４日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　幸区ほか中大口径管きょ構造評価委託第１号

履行場所 川崎市幸区地内ほか

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成24年度以降に契約した、次のすべての委託業務の元請履行完了実績を有し、当該実績をＴ

ＥＣＲＩＳにより確認できること。

川崎市上下水道局公告第46号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月13日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　
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参 加 資 格

　ア 　日本下水道協会が発行した次のａ又はｂに基づく短辺内径800ｍｍ以上のボックスカルバート

管きょについての更生工法（複合管）における基本設計又は詳細設計

　　ａ　「管更生の手引き（案）」及び「管きょ更生工法における設計・施工管理の手引き（案）」

　　ｂ　「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）」

　イ 　改築・更新に係わる基本設計又は詳細設計（耐震実施設計（レベル１及び２）を含む）

⑸ 　次の要件を満たす者をすべて配置できること。

　ア 　技術士（総合技術監理部門・上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

　ウ 　業務責任者として、技術士（総合技術監理部門・上下水道－下水道）、技術士（下水道）又は

下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　エ 　照査技術者として、技術士（総合技術監理部門・上下水道－下水道）、技術士（下水道）又は

ＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

　　　なお、照査技術者は、業務責任者を兼ねることは出来ません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年７月４日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 京町ポンプ場実施設計委託その５

履行場所 川崎市川崎区京町２－23－１

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成14年４月１日以降において、排水能力10㎥／Ｓ以上の下水道ポンプ場における雨水ポンプ

設備の新設、増設または更新に伴う実施設計業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。　

　ア 　技術士（総合技術監理部門）の資格を有する者

　イ 　業務責任者（総合技術監理部門技術士（下水道）、上下水道部門技術士（下水道）又は下水道

法に規定された資格を有する者）及び照査技術者

　　　なお、アの技術士との兼務は可ですが、業務責任者と照査技術者を兼務することはできません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年７月４日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第47号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月13日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 １号配水本管900ｍｍ－400ｍｍ及び元木２丁目600ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区池田２－５－７先

至：川崎区元木２－７－１先

履行期限 契約の日から460日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」で登録されている者。

　　カ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ク 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置

できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月18日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適

用します。

　⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札（特別簡易型）のお

知らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入

札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については

「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築機械その16工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができ

ます。

⑻ 　下水道施設において、充填塔式生物脱臭設備の製作・据付工事の元請としての完工実績を平成

14年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成29年７月10日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 神明町地区ほか下水枝線第６号工事

履行場所 川崎市幸区神明町１丁目、紺屋町地内

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

　⑴ 　入札参加者は本案件又は「東門前地区ほか下水枝線第211号工事」のいずれか１件のみ落札が

できるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

　⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「東門前地区ほか下水枝線第211号工事」の順に行います。

　⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「東門前地区ほか下水枝線第211号工事」の落札候補者に

はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東門前地区ほか下水枝線第211号工事

履行場所 川崎市川崎区東門前２丁目、昭和１丁目地内ほか

履行期限 契約の日から200日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「神明町地区ほか下水枝線第６号工事」のいずれか１件のみ落札がで

きるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当す

る場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「神明町地区ほか下水枝線第６号工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「神明町地区ほか下水枝線第６号工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補者には

なれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合

はこの限りではありません。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平地区ほか下水枝線第４号工事

履行場所 川崎市麻生区片平、高津区溝口２丁目地内ほか

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ｂ」で登録され

ている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月５日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築土木その12工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 藤崎１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区藤崎１－29－12先

至：川崎区藤崎１－28－５先　ほか５件

履行期限 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。



（第1,725号）平成29年(2017年)６月26日 川 崎 市 公 報

－2110－

参 加 資 格

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置でき

ること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「南生田３丁目300ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件

のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の

規定に該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「南生田３丁目300ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「南生田３丁目300ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の落札

候補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南生田３丁目300ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区南生田３－１－１先

至：多摩区南生田３－４－１先　ほか６件

履行期限 契約の日から235日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置でき

ること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「藤崎１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件の

み落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規

定に該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「藤崎１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「藤崎１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札

候補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 紺屋町地区ほか下水枝線第５号工事

履行場所 川崎市幸区紺屋町、遠藤町地内

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年７月10日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第12号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　平成29年６月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　調達の名称

　⑴ 　潮見台配水所　配水池耐震補強等に伴うソフトウ

ェア改造その１委託

　⑵ 　潮見台配水所　配水池耐震補強等に伴うソフトウ

ェア改造その２委託

２ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

３ 　契約の相手方を決定した日

　⑴ 　平成29年６月６日

　⑵ 　平成29年６月６日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー

　　　横浜支店

　　　支店長　橋本　知之

　　　横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号

　　　横浜ランドマークタワー

　⑵ 　株式会社　東芝　神奈川支店

　　　支店長　吉田　久律

　　　横浜市中区不老町一丁目１番地５ 　横浜東芝ビル

５ 　契約金額

　⑴ 　87,771,600円

　⑵ 　87,480,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　⑴ 　随意契約

　⑵ 　随意契約

７ 　随意契約の理由

　⑴ 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　⑵ 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第55号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年６月８日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　フロンガス全自動交換機（バンザイ）

　　　ＯＫＣ－134ＡＤ

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所整備係、鷲ヶ峰営業所整備係

　⑶ 　履行期限

　　　平成29年８月10日まで

　⑷ 　調達案件の特質等

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車用品」又は「その他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　　平成29年６月８日から平成29年６月15日までの

　　　午前８時30分から正午まで及び午後１時から

　　　午後５時15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期間

中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知
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　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成29年６月21日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　桜庭

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。なお、契約金額は、入札書に記

載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加

算した金額です。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年６月28日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第７号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　平成29年６月26日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　調達の名称

　　中型ノンステップバス

　　（ディーゼル・8.99ｍクラス）２両

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　（川崎御幸ビル９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年６月７日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　いすゞ自動車首都圏　株式会社　京浜臨海支店

　　支店長　関田　正雄

　　川崎市川崎区大師河原１丁目３番２号

５ 　契約金額

　　43,524,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年４月25日

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第８号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　平成29年６月26日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　調達の名称

　　大型ハイブリッド・ノンステップバス

　　（ディーゼル電気式・10.5ｍクラス）２両

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課
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　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　（川崎御幸ビル９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成29年６月７日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　横浜日野自動車株式会社川崎支店

　　支店長　長谷川　　学

　　川崎市川崎区四谷下町25番地６ 　　

５ 　契約金額

　　61,344,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年４月25日

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第19号

　　　入札公告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年６月７日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
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り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

川崎市病院局公告第20号

　　　公募型プロポーザル実施の公告

　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業務委

託の業者選定に関する公募型プロポーザルの実施につい

て次のとおり公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　委託名、委託内容及び履行期限、特記事項

　⑴ 　業務委託の名称

　　 　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業

務委託

　⑵ 　委託内容

　　 　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業

務

　⑶ 　履行期限

　　　平成29年10月31日までに作製・納品すること。

　⑷ 　特記事項

　　　最優秀提案者と協議の上、契約を締結します。

２ 　提案書提出者の資格

　　次の全てを満たしていること。

　⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格

停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱（昭和

63年９月１日63川財工第166号）による指名停止期

間中でないこと。

　⑶ 　川崎市業務委託有資格業者名簿の当該契約に対応

するとして定めた業種「その他業務」・種目「広告

代理店」又は「印刷物のデザイン」について登録さ

れている者。

　⑷ 　職員募集に関するホームページやパンフレット

等、広告物の作製を平成24年４月１日以降に実施し

ていること。

３ 　受託者を特定するための項目

提案項目 提案に当たっての注意点

１ 実施体制

スケジュール案

・ 本業務を遂行する人員（専任・兼任の別を明記）と執行体制を記載してください。

・ 本業務の進め方、スケジュール、進行管理をどのように実施していくかを記載してく

ださい。

２ 基本方針との整合性 ・仕様書の基本方針を踏まえて、企画案の特色、コンセプト等を記載してください。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 多摩病院で使用する全自動炊飯器の調達

履行場所 川崎市立多摩病院

履行期限 契約締結日から平成29年10月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　「厨房機器」

種目　「給食設備」

競 争 参 加 の

申 込
平成29年６月７日から平成29年６月13日まで受け付けます。

最 低 制 限

価 格 の 有 無
設定しません。

入札及び開札 平成29年６月16日　午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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３ デザイン案 ・ 仕様書等を踏まえて、それぞれのデザイン案と簡単な説明を記載してください。複数

案提示可。

・ パンフレットについては、表紙を含めた仕上がりイメージがわかるデザイン案、全体

の構成・配置案を示してください。写真・文字情報はダミーで構いません。ページ抜

粋可。

・クリアファイル及び背景幕については、デザイン案をＡ４サイズで作製してください。

４ 過去の実績 ・ 平成24年４月１日以降に作製した職員募集に関する広告物の実績を全て記載してくだ

さい。（契約年、病院・企業名、作製した広告物など）

・過去に作製した広告物の主要部分の写しを記載してください。

・どのようなコンセプトで作製したか簡潔に記載してください。

５ 見積額 ・ 見積金額は消費税込みで3,500,000円以内とします。また、内訳についても添付して

ください。

４ 　本市の担当部課

　　川崎市病院局総務部庶務課

５ 　プロポーザル参加意向申出書（第３号様式）の提出

期限、場所及び方法

　 　プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおりプ

ロポーザル参加意向申出書（第３号様式）及び実績を

証する書類（契約書の写し等）を提出してください。

　　提出期間：平成29年６月12日（月）～ 19日（月）

　　　　　　　（土日を除く）

　　（受付時間　８：30 ～ 12：00　13：00 ～ 17：15）

　　提出場所：川崎市病院局総務部庶務課

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　提出方法：持参により提出してください。

６ 　プロポーザル関係書類提出要請書（第２号様式）の

交付時期、場所及び方法

　 　プロポーザル参加意向申出書（第３号様式）等を提

出した者のうち、前述「２　提案書提出者の資格」に

適合した者に、次のとおりプロポーザル関係書類提出

要請書（第２号様式）を交付します。

　　交付時期：平成29年６月20日（火）頃

　　交付方法：メールにより送付します。

７ 　提案書（第１号様式）等の提出期限、場所及び方法

　 　プロポーザル関係書類提出要請書（第２号様式）の

交付を受けた者は、次のとおり提案書（第１号様式）

等を提出してください。

　　提出期限：平成29年７月20日（木）17時15分必着

　　提出場所：川崎市病院局総務部庶務課

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　提出方法：持参により提出してください。

　　提出書類：①提案書等

　　　　　　　（Ａ４サイズ30枚（片面）以内）　７部

　　　　　　　②パンフレット見本誌

　　　　　　　　（紙質は問いません。）　　　 　７部

　　　　　　　③見積書　　　　　　　　　　　　１部

　　　　　　　　 （見積金額は消費税込みで3,500,000

円以内とします。また、内訳について

も添付してください。）

　　　　　　　④事業者の概要がわかる資料

　　　　　　　　（会社概要等）　　　　　　　　７部

８ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　言語： 業務に必要な場合を除き、日本語を使用しま

す。

　　通貨： 業務に必要な場合を除き、日本国通貨を使用

します。

９ 　契約書作成の要否

　 　選考された最優秀提案者と仕様の細部や契約金額等

について協議し、協議が成立した場合には、当該業務

に係る随意契約を締結し契約書を作成します。協議に

あたっては、見積り金額の内訳についても確認させて

いただきます。

10　関連情報の入手方法等

　⑴ 　質問方法

　　 　仕様等に関する質問がある場合は、平成29年６月

21日（水）までに、質問内容を記した文書を添付し

て、メールを送信してください。なお、質問には適

宜回答する予定ですが、必ず質問書に記載して提出

してください。

　　 　質問書の様式は問いませんが、Microsoft word形

式の文書を使用してください。

　　　【宛先】病院局総務部庶務課　齋藤

　　　アドレス　83syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　質問への回答について

　　 　平成29年６月23日（金）までに、質問内容と回答

をまとめた同一の資料を、辞退者を除く全ての提案

者宛てにメールで送付します。

11　プレゼンテーションについて



川 崎 市 公 報 （第1,725号）平成29年(2017年)６月26日

－2117－

　⑴ 　開催予定日時

　　 　平成29年７月24日（月）～７月28日（金）のうち

４の担当部課が指定する日時

　　　※ 各事業者の時間割りについては、参加する提案

者が確定した後、速やかにお知らせ致します。

　⑵ 　開催場所

　　　川崎市病院局会議室

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階

　⑶ 　持ち時間

　　　質疑応答を含めて１社30分程度。

　　 　プロポーザル資料の説明を20分程度で行ってくだ

さい。プレゼンテーション後、約10分間質疑応答を

行います。（状況により変更が生じることがありま

す。）

　　 　なお、プロジェクター等機材の使用はできません

が、記載内容の全部又は一部を拡大したパネルやボ

ードを使用することは可能です。

　⑷ 　出席者

　　　各者４名以内

12　その他

　⑴ 　提案を辞退される場合について

　　 　諸般の事情によりプロポーザルを辞退される場合

は、６月30日（金）17時15分までに辞退届（様式自

由）を提出願います。

　⑵ 　受託者の選定について

　　 　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業

務委託プロポーザル評価委員会にて審査し、結果通

知書をプレゼンテーションに参加した全ての提案者

に送付します。

　⑶ 　提案に関する費用

　　　提案者の負担とさせていただきます。

　⑷ 　選考結果について

　　　選考後、１週間以内に参加者に結果を通知します。

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第21号

　　　入札公告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。
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　　　　病院局会議室

　　　　（川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

教 育 委 員 会 公 告

川崎市教育委員会公告第３号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年６月12日

 川崎市教育委員会教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　指定管理者を募集する施設の名称及び所在地

　⑴ 　川崎市立日本民家園

　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番１号）

　⑵ 　川崎市青少年科学館

　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番２号）

　　※ 当該指定管理業務は、上記施設のほか、川崎市が

所管する次の施設についても、横断的に管理する

ものであることに留意してください。

　　　・ 生田緑地（管理対象面積：約54.2ｈａ）（川崎

市多摩区枡形６丁目・７丁目、東生田２丁目・

３丁目・４丁目、東三田３丁目及び長尾２丁目

並びに宮前区初山１丁目）

　　　主な公園施設

　　　・生田緑地東口ビジターセンター

　　　・生田緑地西口サテライト

　　　・生田緑地整備事務所

　　　・生田緑地駐車場

　　　　（東口駐車場・西口駐車場・大型バス駐車場）

　　　・枡形山展望台

　　　・川崎市岡本太郎美術館

　　　　（川崎市多摩区枡形７丁目１番５号）

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市立日本民家園条例、川崎市立日本民家園使用

規則、川崎市青少年科学館条例及び川崎市青少年科学

館使用規則に定めるもののほか、詳細については生田

緑地並びに川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家

園及び川崎市青少年科学館指定管理業務仕様書に定め

ます。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件 　 　 名 川崎病院で使用する薬用冷蔵ショーケースの調達

履 行 場 所 川崎市立川崎病院

契 約 期 間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格 名 簿 の 登　 録
業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年６月12日から平成29年６月19日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年６月27日　午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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３ 　指定管理者の指定の予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　　（５年間）

４ 　申請方法

　⑴ 　申請に必要な書類

　　ア 　指定申請書（様式１）

　　　※ グループによる申請の場合は、次の書類も提出

してください。

　　（ア ）グループ（共同事業体・ＳＰＣ等）構成団体

届出書（様式２－１）

　　（イ ）指定管理者指定グループ申請委任状（様式２

－２）

　　イ 　団体の概要（様式３）

　　　※ グループによる申請の場合は、下記書類を代表

団体のみならず各構成団体も提出してください。

　　（ア ）定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法人

以外の団体にあっては、これらに相当する書類）

　　（イ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）の

事業実績書及び収支計算書

　　（ウ ）平成27年度及び平成28年度の事業計画書及び

収支計算書

　　（エ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）の

財産目録、賃借対照表及び損益計算書、収支計

算書又は活動計算書

　　（オ）役員名簿及び履歴書

　　（カ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　（キ）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　（ク ）申請書提出時の常勤役員数、従業員数、非常

勤従業員数（パートタイマー、アルバイト）等

の人員表（法人以外の団体にあっては、これら

に相当する人員表）

　　（ケ ）法人にあっては、過去２年間（平成26年度及

び平成27年度）の法人税、法人市民税、消費税

及び地方消費税等の納税証明書

　　　　※ 申請の日が属する事業年度に設立された法人

等にあっては不要。

　　ウ 　宣誓書（様式４－１）

　　エ 　指定管理者制度における暴力団排除に関する合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４

－２）

　　　 　暴力団排除措置の対象者に該当するか否かにつ

いて、本市が神奈川県警に調査を依頼することを

同意する書面

　　オ 　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

（様式５）

　　カ　事業計画書（様式６）

　　　 　指定予定期間中の施設の管理運営に係る事業提

案書

　　キ 　収支予算書、経費見積書及び利用料金収入見積

書（様式７）

　　ク　事業計画書の概要

　　　※様式任意。Ａ３横で３枚以内（表面のみ）

　⑵ 　仕様書等の配布及び申請書類等の提出

　　ア 　配布期間

　　　 　平成29年６月12日（月）から市の管理するホー

ムページにて配布します。

　　イ 　現地説明会の開催

　　　 　申請予定者に対して、次のとおり現地説明会を

開催します。申請予定者はできる限り参加してく

ださい。

　　（ア）開催日時

　　　　平成29年６月20日（火）午前９時30分から

　　（イ）開催場所

　　　　青少年科学館　２階学習室

　　　　（川崎市多摩区枡形７－１－２）

　　（ウ）参加申込

　　　　 　説明会に参加を希望される団体は、平成29年

６月16日（金）の午後２時までに、電子メール

に「指定管理者現地説明会・見学会参加申込書

（様式８－１）」を添付の上、申込ください。

　　　　 　メール送信の際には、件名を「指定管理者現

地説明会・見学会申込」とし、開封確認等で着

信を確認してください。

　　　　 　当日会場で募集要項、仕様書等の資料は配布

しませんので、本市のホームページから資料を

印刷の上、持参してください。

　　ウ 　申請書類受付期間、提出場所、方法

　　（ア）受付期間

　　　平成29年８月３日（木）から８月９日（水）まで

　　　　（土・日を除く５日間）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　　（ただし、正午から午後１時までは除く。）

　　（イ）提出場所

　　　　川崎市多摩区枡形６－26－１

　　　　生田緑地整備事務所

　　（ウ）提出方法

　　　　持参

　　　　※ 郵送、ファックス、電子メール等による受付

は行いません。

　⑶ 　問合せ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

　　　電話：044－934－8577

　　　電子メール：53ikuta@city.kawasaki.jp

　　　問合せは、電子メールでお願いします。
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選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市選挙管理委員会告示第３号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　平成29年６月２日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の

数

 24,361人

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

 252,255人

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　川崎区 61,865人

　　幸　区 45,114人

　　中原区 68,404人

　　高津区 62,159人

　　宮前区 62,162人

　　多摩区 58,262人

　　麻生区 48,048人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

 203,007人

市 議 会 告 示

川崎市議会告示第１号

　平成29年６月５日に、川崎市議会議長選挙及び副議長

の選挙を行った結果、次の者が当選した。

　　平成29年６月５日

 川崎市議会議長　松　原　成　文　　

 議　長　松　原　成　文　　

 副議長　後　藤　晶　一　　

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第60号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は川崎区役所区民サー

ビス部保険年金課、大師支所区民センター保険年金係

及び田島支所区民センター保険年金係での交付により

行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第61号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成29年６月７日
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 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第62号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成29年６月７日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第63号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月12日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第64号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康

保険料

第４期

以降
計１件

平成28

年度

国民健康

保険料

第７期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計95件

平成29

年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計３件

平成29

年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料
第10期 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第65号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年度 科目 期別
この公示により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

過年５

月
３件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川﨑区公告第66号

　納入通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、介護保険法（平成９年12月17日

法律123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成29年６月13日
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 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年度 科目 期別 変更する納期限 件数・備考

平成29

年度

介護

保険料

第11期

以降
計２件

平成29

年度

介護

保険料

第１期

以降
計２件

平成29

年度

介護

保険料

第２期

以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第67号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計16件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年５

月分
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年５

月分

平成29年６月30日

（過年５月分）
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第３期

以降
計３件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第29号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は幸区役所区民サービ

ス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第30号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料
第１期以降 計30件

平成29

年度

国民健康

保険料

10月第４期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料
第10期以降 計１件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第25号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は中原区役所区民サー
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ビス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第26号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料
第10期 計２件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年５

月

平成29年６月30日

（過年５月分）
計３件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計31件

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第25号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市高津区長　高　梨　憲　爾　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は高津区役所区民サー

ビス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第26号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料
過年５月

平成29年６月30日

（過年５月分）
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計29件

平成29

年度

国民健康

保険料

10月

第１期

以降

計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第27号

　次の国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成27

年度

国民健康

保険料
計６件

平成28

年度

国民健康

保険料
計７件
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（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第28号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は宮前区役所区民サー

ビス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第29号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月９日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年度 科目 期別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

国民健康

保険料
第10期 平成29年６月30日 計１件

平成29

年度

国民健康

保険料
過年５月 平成29年６月30日 計５件

平成29

年度

国民健康

保険料
第１期 計８件

平成29

年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計10件

（別紙省略）

川崎市宮前区公告第30号

　次の国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第４項で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月９日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 件数・備考

平成28年度 国民健康保険料 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第31号

　次の国民健康保険料に係る充当通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第４項で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月９日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 件数・備考

平成28年度 国民健康保険料 計３件

平成29年度 国民健康保険料 計１件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第32号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで
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３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は多摩区役所区民サー

ビス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第33号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日

 川崎市多摩区長　石　本　孝弘　　

年度 科目 期別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料

第２期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第５期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計２件

平成29

年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年

４月
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年

４月

平成29年６月30日

（過年４月期分）
計１件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年

５月

平成29年６月30日

（過年５月期分）
計３件

平成29

年度

国民健康

保険料

過年

６月
計１件

 別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第34号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月15日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成28

年度

介護

保険料

普第１～

11期
計１件

平成28

年度

介護

保険料

普第３～

11期
計１件

平成29

年度

介護

保険料

普第１期

～第４期
平成29年６月30日 計８件

平成29

年度

介護

保険料

特第１期

～第３期
計３件

別紙省略

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第31号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり川崎市国

民健康保険被保険者証及び川崎市国民健康保険退職被保

険者証（以下「被保険者証等」という。）の更新を行い

ます。

　　平成29年６月１日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美

１ 　更新期日

　　平成29年８月１日

２ 　更新の時期

　　平成29年６月26日から平成29年７月31日まで

３ 　更新方法

　 　被保険者証等の更新は、平成29年６月26日から平成

29年７月31日までの間に郵送又は麻生区役所区民サー

ビス部保険年金課での交付により行います。

４ 　被保険者証等の効力

　 　現被保険者証等は平成29年７月31日限りで無効と

し、新被保険者証等は交付の日から平成30年７月31日

まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第32号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年６月13日
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 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成29

年度

国民健康

保険料
第１期以降 計52件

別紙省略

正 誤

　川崎市公報第1,723号（平成29年5月25日発行）1865ペ

ージ川崎市告示第289号中

「

旧
鹿 島 田

第36号線

川崎市幸区鹿島田

２丁目657番７先
4.13

～

5.32

48.02
川崎市幸区鹿島田

２丁目657番１先

新
鹿 島 田

第36号線

川崎市幸区鹿島田

２丁目657番７先
4.13

～

5.32

48.02
川崎市幸区鹿島田

２丁目657番１先

」

は

「

旧
鹿 島 田

第36号線

川崎市幸区鹿島田

２丁目657番７先
4.26

～

5.32

48.02
川崎市幸区鹿島田

２丁目657番１先

新
鹿 島 田

第36号線

川崎市幸区鹿島田

２丁目657番７先
4.26

～

5.32

48.02
川崎市幸区鹿島田

２丁目657番１先

」

の誤り。

辞 令

平成29年６月１日付人事異動

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

免

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課担当課長

事務取扱

萩　原　　　茂

建設緑政局緑政部長

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課担当課長

事務取扱

多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課長

事務取扱

川崎市多摩市民館長併任

稲　葉　信　彦
多摩区役所副区長

多摩区役所まちづくり推進部長兼務

（課長級）

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課担当課長 鈴　木　勝　博 建設緑政局緑政部担当課長

多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

担当課長

川崎市多摩市民館担当課長併任

田　中　勝　彦 多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課長

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

５月31日付退職

（課長級）

退職 川崎舎　俊　一 市立川崎病院整形外科医長


